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下水道 の整備 等 に伴 う合理化基本方針 につ いて
下水道お よび農 業集落 JF水 処理施設 の整備 は、琵 琶湖 の水質お よび生活環境 の

保全上重要 な施策 で あ り、本 県 にお いて も擁賀県汚水処理施 設整備構想 を定 め、
地域 の実情 に応 じた汚水処理施設 の整備 を推進 してぃ くこ ととしてぉ ります。

一方 、 これ に よって、市町村 の許 可 または委託 を受 けた し尿処理業者 お よび浄
化槽清掃業者 は業務 量が減少 し、その事業 の転換 、廃止等 を余儀 な くされ る事態
が今後 一層増加 して来 るこ とが予想 され ます。

しか し、 し尿 の処理等 の適 正 な実施 を確保 す るた めには、 これ らの事業 が下水
道等へ の転換完 了まで継 続 して行 わなけれ ばな らない こ と、ぉ ょび これ らの事業
の転換廃上 が容易 でない こ とに鑑 み、 これ らの事業 の業務 の安定 を保 持す る とと
もに、廃棄物 の適正 な処理 を推進す るため、別紙 「下水道 の整備 等 に伴 う合理化
基本方針 」 を定 めたので、各 市町村 におかれ ては、 この基本方針 に留意 して、合
理化事業計画 を策定 され るよ う通知 します。



(別 紙 )

下水道の整備等 に伴 う合理化基本方針

1 基本方針策定の背景 (現状及 び経過 )

昭和 50年 に制定 された下水道 の整備等 に伴 う一般廃棄物処理業等 の合理化
に関す る特別措置法 (以 下 「合特法」 とい う。)で、市町村 は下水道 の整備等 に
よ りそ の経営 の基礎 とな る諸条件 に著 しい変化 を生ず る こととなる一般廃棄物処
理業等 につ いて、その受 ける著 しい影響 を緩和 し、併せて経営 の近代化 および規
模 の道正化 を図るための事業 に関す る計画 (以 下 「合理化事業計画」 という。 )

を定 める ことがで きる こととされた。

本県 にお いては、琵琶湖 の水質保全 を県政 の最重要課題 として位置づ け、全県
的 に下水道事業 を推進 して きた こともあ り、市町村 が個 々に対応す る ことのみで
は下定の方 向性 を持 って対策 を進 める ことが困難で ある ことか ら、検 討委員会 を
持 って検 討 を重ね、平成 6年 3月 28日 に、 「下水道 の整備等 に伴 うし尿処理問
題検討 の基本的考 え方 につ いて」 (以 下 「基本 的考 え方」 とい う。)を 取 りまと
め、合特法 を基本 として対策 を推進 して きた ところである。

また、本県 では、平成 10年 6月 に本県 の生活排水処理施設 の整備 を推進す る
ため、 「滋賀県汚水処理施設整備構想」 をと りまとめ、下水道 、農業集落排水処
理施設、合併処理浄化槽等 の生活排水処 理施設 につ いて、それぞれ の地域 の実情
に応 じた整備 を推進 して い くこととして ぃる。今後 、生活排水処理施設 の整備 の

進展 に伴 い、 し尿処理等 の業務が減少す る地域 が増大 し、一般廃棄物処 理業等 に
つ いて、業務 の縮 小 と転廃業 を余儀 な くされ る事態が予想 され、道正 な し尿処理
等 の業務体制 の維持 を図るには、市町村 か ら委託 また は詐可 を受 けて業務 を実施
す る一般廃棄物処理業等 を行 う者 (以 下 「し尿処理等業者」 とい う。 )の業務 の
安定化 を図 る必要がある。

各市町村 にお いては、合理化事業計画 の必要性 につ いて認識 し、 これ まで にほ
とん どの市町村 で庁 内組織 を設 け、検 討 を進 めてきた ところで ある。

県 として も、 この問題 について、市町村か らの要望 を踏 まえ、今後統一的な方
針 な らび に対応が必要で あると考 え、県 としての基本方針 を定 める こととした。

2基 本方針

し尿処理等業者 の円滑な業務転換 と、市町村 にお ける し尿処理等 の業務 の安
定的な継続 を図 り、廃棄物 の道正な処理 に資す るため、各市町村 の合理化事業計
画検 討の基礎 とす る基本方針 を、平成 6年 3月 28日 の 「基本的考 え方」 を基 に



次の とお り定 めた。

(1)生活排水処理基本計画 の策定

市町村 は、長期 的、総合的な視点 に立 って計画的 に生活 排水対策 を行 うため、

廃棄物 の処理及び清掃 に関す る法律第 6条 に規定す る生活排水処理基本計画 を

策定す る こととな って いる。

合理化事業計画 の策定 にあたって は下水道 の整備等 を見通 し、 し尿等 の処理

体 制 の現状分析お よび将来予測 を的確 に知 る必要が あるため、今後 の生活排水

処理基本計画 を早急 に策定す る必要が ある。

(2)合理化事業計画 の策定

①市町村は、し尿の処理および浄化槽の清掃の道正な実施を確保するため、下

水道の終末処理場等によるし尿処理への転換が完了する直前まで、し尿処理等

業務の規模を縮小しつつも継続 して行わなければならない。

また、し尿処理等業者は、いわば市町村固有事務の代行者であるため、市町

村は合特法の趣旨を踏まえて、地域の実情に沿ったし尿処理等業者への支援策

およびし尿等の道正な処理準を目的とした合理化事業計画を
~束

定する必要があ

る。

②合理化事業計画の策定時期は、市町村における下水道の整備冬に係る事業計

画などの必要な資料が整い、下水道の整備等について、その具体的な方針や見

通 しが明らかになった以降のできるだけ早い時期 とする。

③支援の方法については、代替業務の提供を原則 とする。

ア.代替業務については、既存の業務だけにとらわれず、今後の一般廃棄物

処理業等の動向を見極めながら新たな委託可能な業務についても、関係業

者の活用について検討すること。

また、市町村はこれ らの業務を所管する庁内関係部局全体の連携により

できる限 り代替業務 として活用に努めること。

なお、代替業務が実質的な支援 とならない場合は、資金上の措置を講ず

ること。

イ.代替業務提供は、支援措置としての認識が双方で共有される必要があり、

また、転業にあたっての関係機材に対する資金援助、技術援助の検討も必

要になるため、し尿処理等業者との話 し合いを十分に行 うこと。かかる支

援 と相まって生活再建のための措置が実施されることを必要 とするときは、

事情の許す限 り、職業訓練の実施、就職のあっせん等の措置を講ずるよう

努めるものとする。

④市町村は、下水道の終末処理場等によるし尿処理への転換が完了する直前ま

でし尿処理等の業務を円滑に行わなければならない。このための道切なシステ



ムを構築すること。

3基 本方針の周知

以上 の基本方針 について、県 は、関係団体 に周知 の徹底 を図 り理解 が得 られ

るよ う努力す る もの とす る。




